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申告をお忘れなく！
住民税の住宅ローン
控除

申告をお忘れなく！
住民税の住宅ローン
控除

　

平
成
19
年
の
税
源
移
譲
に
よ

り
、
平
成
19
年
分
以
降
の
所
得
税

が
減
額
と
な
り
、
所
得
税
か
ら
控

除
で
き
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が

減
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
平
成
18

年
末
ま
で
に
入
居
し
、
所
得
税
の

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る

方
で
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ

な
か
っ
た
額
が
あ
る
場
合
は
、
翌

年
度
の
住
民
税（
所
得
割
）か
ら
控

除
で
き
ま
す
。

　

平
成
20
年
度
分
以
降
、
住
民
税

の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を
受

け
る
た
め
に
は
、
毎
年
「
住
宅
借

入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」

（
21
年
度
分
に
つ
い
て
は
、
１
月

以
降
窓
口
に
設
置
）の
提
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
確
定
申
告
の
有
無
に
よ

り
、
添
付
書
類
と
提
出
先
が
異
な

り
ま
す
。（
詳
し
く
は
１
月
号
に
掲

載
し
ま
す
）

◎
対
象
者

　

次
の
要
件
す
べ
て
を
満
た
す
方

・
す
で
に
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
を
受
け
て
い
る
方

・
平
成
11
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

18
年
12
月
31
日
ま
で
に
入
居
し

た
方

・
税
源
移
譲
に
よ
る
所
得
税
の
減

額
に
よ
っ
て
、
所
得
税
か
ら
控

除
し
き
れ
な
い
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
の
金
額
が
発
生
し
た
方

◎
添
付
書
類
と
提
出
先

○
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
な

い
方

・
源
泉
徴
収
票
を
添
付
し
、
各
市

区
町
村（
平
成
21
年
１
月
１
日

現
在
の
住
所
地
）へ
提
出

○
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
る

方・
所
得
税
の
確
定
申
告
書
と
と
も

に
税
務
署
へ
提
出

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
係
る
経
過

措
置［
平
成
20
～
28
年
度
分
の
住

民
税
に
適
用
］

※
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
と
は
、
住
宅

借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
こ
と

で
す
。

　
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
申
告
」
を
さ
れ
る
方
は
、
所
得

税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
申
告
書
の

コ
ピ
ー
を
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て

お
く
と
便
利
で
す
。
ま
た
、
源
泉

徴
収
票
も
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。
申
告
書
作
成
時
に
金
額
等

を
転
記
し
、
申
告
書
と
あ
わ
せ
て

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
な
お
、
平
成
19
年
以
降
に
入
居

し
た
場
合
は
、
新
た
に
所
得
税
の

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
制
度
の
特
例
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
の
で
「
住
民
税

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
」
の
適
用
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

税
務
課
町
民
税
係

２
１
５

２

　

町
で
は
ご
み
収
集
の
際
に
、
可

燃
ご
み
、
不
燃
ご
み
、
資
源
ご
み

（
９
品
目
）の
計
11
種
類
に
分
別
し

て
出
す
よ
う
お
願
い
を
し
て
い
ま

す
が
、
最
近
、
分
別
が
不
十
分
な

状
態
の
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
ご
み
収
集
車

両
や
ご
み
処
理
施
設
で
の
火
災
事

故
や
、
地
球
温
暖
化
の
原
因
等
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
年
末
に
か
け
て
、
大

掃
除
等
で
ご
み
が
多
く
発
生
す
る

時
期
で
す
。
次
の
点
に
特
に
ご
注

意
い
た
だ
き
、
ご
み
の
分
別
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

ス
プ
レ
ー
缶
・
ガ
ス
缶

　

必
ず
使
い
切
り
、
穴
を
開
け
て

か
ら
、『
カ
ン
の
日
』
に
お
出
し

く
だ
さ
い
。
ス
プ
レ
ー
缶
や
ガ
ス

缶
が
、
他
の
ご
み
に
ま
ざ
っ
て
い

る
と
、
収
集
車

両
や
処
理
施
設

で
の
火
災
事
故

に
つ
な
が
る
恐

れ
が
あ
り
、
大

変
危
険
で
す
。

使
い
捨
て
ラ
イ
タ
ー

　

火
災
事
故
の
原
因
に
な
る
恐
れ

が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
使
い
切

り
、
ラ
イ
タ
ー
だ
け
を
別
袋
に
入

れ
て
、『
不
燃
ご
み
の
日
』
に
お

出
し
く
だ
さ
い
。

　

年
内
の
粗
大
ご
み
収
集
は
、
12

月
26
日
㈮
ま
で
で
す
。

　

年
末
は
、
粗
大
ご
み
の
運
搬
依

頼
が
多
く
混
み
合
い
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ

予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

都
合
に
よ
り
年
内
収
集
で
き
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ

個
人
で
直
接
搬
入
す
る
ご
み
に
つ

い
て
は
、
年
末
の
受
付
は
12
月
30

日
㈫
ま
で
、
年
始
の
受
付
は
１
月

５
日
㈪
か
ら
と
な
り
ま
す
。な
お
、

受
付
時
間
は
９
時
～
16
時
30
分
ま

で
と
な
り
ま
す
。

※
12
月
31
日
～
1
月
４
日
は
、
お

休
み
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

環
境
対
策
課

２
２
５
２
ま

た
は
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

７
２

８
︱
５
３
２
１

　

平
成
20
年
分
の
所
得
税
か
ら
控

除
し
き
れ
な
い
額
が
発
生
し
た
場

合
の
申
告
手
続
き
は
次
の
と
お
り

で
す
。

◎
申
告
期
限

　

平
成
21
年
３
月
16
日
ま
で

計算方法

住民税の住宅ローン控除額＝下記
（１）または（２）のいずれか少ない方の
金額－税源移譲後の税率で算出した
前年分所得税の住宅ローン控除額
（１）住宅借入金等特別税額控除可能額
（２）税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額

　

年
末
年
始
の
業
務
は
お
休
み
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

《
休
業
期
間
》

12
月
27
日
㈯

　

～
平
成
21
年
１
月
４
日
㈰

　

環
境
対
策
課

２
２
５
２

ご
み
の
分
別
に

　
　
　
　

ご
協
力
を

年
末
年
始
の
粗
大
ご
み

収
集
に
つ
い
て

ご
予
約
は
お
早
め
に

し
尿
の
く
み
取
り

　

業
務
の
お
知
ら
せ



�122008.

　

町
で
は
、
昼
間
、
保
護
者
の
い

な
い
家
庭
の
小
学
校
低
学
年
児
童

等
の
育
成
、
指
導
の
援
助
を
行
う

た
め
、
遊
び
を
主
と
し
て
健
全
育

成
活
動
を
行
う
児
童
ク
ラ
ブ
を
設

置
し
て
い
ま
す
。

　

４
月
か
ら
同
ク
ラ
ブ
へ
登
録
を

希
望
さ
れ
る
方
の
申
請
を
受
け
付

け
ま
す
。

受
付
期
間　

１
月
13
日
㈫
～
30
日

㈮（
土
・
日
曜
を
除
く
）

受
付
場
所　

福
祉
課（
郵
送
に
よ

る
受
付
も
可
）

申
請
に
必
要
な
も
の　

①
登
録
申

請
書
②
勤
務
証
明
書
等
③
印
鑑

※
必
要
書
類
は
福
祉
課
に
あ
り
ま

す
。

設
置
場
所　

小
針
北
児
童
ク
ラ
ブ

（
北
保
育
所
内
）・
小
針
児
童
ク
ラ

ブ（
小
針
小
学
校
内
）・
小
室
児
童

ク
ラ
ブ（
小
室
小
学
校
内
）・
南
児

童
ク
ラ
ブ（
南
小
学
校
内
）

対
象　

平
成
21
年
度
の
新
小
学
１

年
生
～
４
年
生

時
間　

放
課
後
～
18
時
30
分
ま
で

（
た
だ
し
、
土
曜
や
夏
休
み
等
は

７
時
30
分
～
18
時
30
分
ま
で
）

費
用　

１
人
月
額
７
，０
０
０
円
。

た
だ
し
、
同
一
世
帯
で
２
人
以
上

の
児
童
が
入
所
の
場
合
、
２
人
目

以
降
は
半
額
。（
南
児
童
ク
ラ
ブ
以

外
は
、
お
や
つ
代
が
別
に
１
人
月

額
１
，
５
０
０
円
か
か
り
ま
す
。）

※
申
込
み
等
、
詳
し
く
は
福
祉
課

児
童
係

２
１
２
７
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

償
却
資
産
の
評
価
額
は
、
取
得

価
格（
前
年
度
評
価
額
）×
減
価
残

存
率
で
す
。

　

耐
用
年
数
に
よ
っ
て
減
価
残
存

率
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

耐
用
年
数
の
変
更

　

↓　
減
価
残
存
率
の
変
更

　

↓　
評
価
額
変
更　

と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
過
去
に
申
告
い
た

だ
い
て
い
る
償
却
資
産
に
つ
い
て

も
耐
用
年
数
の
変
更
の
有
無
を
確

認
し
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
減
価
残

存
率
に
よ
り
申
告
を
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「お酒の話」健康一口メモ
　12月になると忘年会や、年が明けて新年会と、
お酒を飲む機会が多くなります。昔から「酒は
百薬の長」と言われ、上手にお酒を飲むことに
よって健康を保つ一つの手段と考えられていま
した。
　しかし、お酒に対しては個人差があり、少し
の量で酔ってしまう人と、いくら飲んでも酔わ
ない人とがあり、皆同じように考えてはいけな
いと思います。お酒には気持ちをリラックスさ
せ、気分を高揚させるとともに、食欲を増すと
いう利点があります。
　一方で、いろいろな害も挙げられます。お酒
は濃度の差はありますがアルコールでできてい
ます。このアルコールによる作用が、良いこと
も悪いことも引き起こす原因となっています。
その代表的なものが中毒でしょう。中毒には急
性中毒と慢性中毒があります。
急性アルコール中毒
　急激な血中アルコール濃度の上昇により、全
身、特に脳に障害が起こる状態で、救急処置が
必要とされます。一気飲みや、お酒を飲めない
人に強要することはやめましょう。
慢性アルコール中毒
　慢性的、長期的なアルコール摂取により引き
起こされる障害で、肝臓の障害や、脳の障害な
どが挙げられます。肝硬変や、せん妄状態といっ
たものは、その末期的状態といってよいでしょ
う。
　また、アルコール依存というものがあります
が、この慢性中毒の一つの原因になっているも
のと考えられます。これは、ただ単に大量の飲
酒や常習の飲酒をする人がなると考えられがち
ですが、少量の飲酒でも、常に飲みたい欲求に
かられる人は、アルコール依存への道に足を踏
み入れた人かもしれません。
　上手にお酒と付き合いながら、楽しいお酒の
席を持ちたいものです。

〈桶川北本伊奈地区医師会〉
「健康一口メモ」に関するご意見、ご感想をお
寄せください。
あて先：企画課秘書広報係 2213

　

固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日

時
点
で
の
土
地
、
家
屋
の
利
用
状

況
を
も
と
に
算
出
し
て
お
り
、
例

年
現
地
調
査
を
年
末
年
始
に
行
っ

　

平
成
21
年
度
分
か
ら
耐
用
年
数

10
年
の
減
価
残
存
率
に
換
え
て
耐

用
年
数
９
年
の
減
価
残
存
率
を
使

用
し
ま
す
。

　

※
償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）の

申
告
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の

状
況
を
同
月
31
日
ま
で
に
、
償
却

資
産
の
所
在
す
る
市
町
村
に
申
告

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
適
正
な
課
税
の
た
め
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

税
務
課
固
定
資
産
税
係

２

１
５
４

年　度
取得価額
前年度評価額
（Ａ）

減価
残存率
（Ｂ）

評価額
（Ａ×Ｂ）

平成19年度 10,000,000円 0.897 8,970,000円
平成20年度 8,970,000円 0.794 7,122,180円
平成21年度 7,122,180円 0.774 5,512,567円
平成22年度 5,512,567円 0.774 4,266,726円
： ： ： ：

（計算例）
改正前の耐用年数10年のものが改正後９年と
なった場合

て
い
ま
す
。
左
記
の
事
項
に
該
当

す
る
方
は
、
翌
年
度
の
税
額
が
変

わ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
町

に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
土
地
の
利
用
を
変
更
し
た
方

　
（
駐
車
場
な
ど
に
利
用
し
始
め

た
等
）

・
家
屋
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
を

取
り
壊
し
た
方（
家
屋
を
取
り

壊
し
た
が
滅
失
登
記
を
し
て
い

な
い
な
ど
、
登
記
が
残
っ
て
い

る
と
課
税
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。）

・
自
宅
を
店
舗
や
事
務
所
等
に
変

更
し
た
方

　

税
務
課
固
定
資
産
税
係

２

１
５
４

　

新
築
、
増
築
し
た
家
屋
に
つ
い

て
は
、
建
築
材
料
、
床
面
積
な
ど

を
調
査
し
て
、
固
定
資
産
税
の
算

出
基
礎
と
な
る
評
価
額
を
決
定
し

ま
す
。

　

該
当
す
る
お
宅
に
は
、
税
務
課

職
員
が
随
時
調
査
に
伺
い
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
町
職
員
を
装
う
事
業
者
も
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
不

審
に
思
わ
れ
た
場
合
は
、
税
務
課

固
定
資
産
税
係

２
１
５
４
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
21
年
度　

児
童
ク
ラ
ブ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

登
録
を
受
け
付
け
ま
す

償
却
資
産

（
固
定
資
産
税
）の

耐
用
年
数
が

変
わ
り
ま
し
た

土
地
や
家
屋
の
利
用

方
法
が
変
わ
っ
た
方
へ

家
を
新
築
・
増
築
さ

れ
た
方
へ

家
屋
調
査
に
ご
協
力

く
だ
さ
い


